




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【凡例】本書で用いた略称と正式名称は、以下のとおりです。 

▼「青本」→ 液化石油ガス設備設置基準及び取扱要領（KHKS 0738）[特別民間法人高圧ガス保安協会発行] 

▼「黒本」→ ガス機器の設置基準及び実務指針[（一社）日本ガス機器検査協会発行] 

▼「ガス警報器」→ 平成22（2010）年よりガス警報器工業会では、「ガス漏れ警報器」を「ガス警報器」と呼称統一 
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 3 共同住宅     4  共同住宅     
 

 
 

 

  

集合装置の調整器からのガス漏えい。 集合装置フランジ部のボルトの緩みによるガス漏れ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
消費者からガスメーター付近でガス臭がするとの通報

があったため、保安機関が出動し設備点検をしたところ、
調整器本体の継ぎ⽬からガスが漏れていた。 

・容器バルブを閉めて調整器を交換した。 
・交換後、漏えい試験を実施し、安全を確認してガス供給を再

開した。 

・販売事業者に状況を報告した。 

新規アパートの供給開始時点検に伺い、容器庫内の調整
器、⾼圧ホース等の期限確認のため容器庫内に⼊った際、ガ
ス臭がしたため検知液で点検したところ、集合装置と調整
器の接続部のボルトが締め付け不⾜のためガス漏れが発
⽣していた。 

・⾄急接続部ボルトの増し締めを⾏い、再度検知液で点検
し、異常のないことを確認した。また、低圧部についても⾃
記圧⼒計で測定して異常のないことを確認した。 

・現場状況を販売事業者へ連絡した。 
 

  

・⼊居者に事情を説明した。 

・メーカーに漏れの原因調査を要請した。 

・⾃社で維持管理について保安教育を実施した。 

⾃社及び設備⼯事事業者に対して保安教育を実施した。 

 
 

  

供給設備の点検を実施する場合は、集合装置等⾼圧部
からのガス漏えいの有無及び⽋陥の有無の確認について
確実に実施することが必要である。販売事業者は点検結果
に基づいて設置基準や維持管理を徹底すること。 

・販売事業者は、設備⼯事事業者へ⼯事を委託する場合、⼯
事作業基準マニュアル等に従って⼯事を⾏うよう指導す
ること。 

・販売事業者は、設備⼯事終了後、設備⼯事事業者の⾏
った気密試験等の結果の確認をすること。また、フランジ
の締め付けは、⽚締めにならないようナットの締め付けを
対⾓線上に締め付け、最後に増し締めをすること。 

 

■ 関連する保安業務区分 ■関連する保安業務区分 
  

 
 

当該事象に伴う措置･対応等 当該事象に伴う措置･対応等 

販売事業者の対応 販売事業者の対応 

発⽣状況及び保安機関の対応 発⽣状況及び保安機関の対応 

発⽣箇所及び原因 発⽣箇所及び原因 

集合装置 集合装置 

緊急時連絡 容器交換時等供給設備点検 
緊急時対応   定期供給設備点検  

  供給開始時点検・調査  
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 7 共同住宅を除く規則８６条施設 
発⽣箇所及び原因 

発⽣状況及び保安機関の対応 

販売事業者の対応 

当該事象に伴う措置･対応等 

 
 

 

⾃動切替式調整器と集合装置接続部の腐⾷によるガス
漏れ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・業務⽤施設（焼⿃店）の容器交換時に集合装置からガス
漏れの通報を受けた。ガスの供給を停⽌するよう焼⿃店に
事情説明して保安機関が緊急出動した。50kg容器× 

６本⽴て集合装置の接続部からガス漏れを認めた（調整
器は交換期限内）。漏えい検知液で漏えい箇所を確認
したところ左右の集合管から漏れていた。 

・焼⿃店の従業員に事情を説明し、集合装置の交換が終了
するまで、ガスの使⽤禁⽌をお願いし、販売事業者に連絡し
た。 

 

集合装置の交換を⾏い、ガスの供給を再開した。 

 

 

・販売事業者は設備の施⼯及び維持管理を的確に実施す
ること。 

・保安機関が的確に点検を⾏えば早期に発⾒できた可能性が
ある。集合管の固定不良、ねじの締め付けすぎによる調整
器ダイキャストのひび等での事例も発⽣しているので、留
意すべき点検項⽬の⼀つである。 

 

 

■ 関連する保安業務区分 
 

 
 

集合装置 

緊急時連絡 容器交換時等供給設備点検 
緊急時対応   定期供給設備点検  
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 3 共同住宅     4  共同住宅を除く規則８６条施設 

発⽣状況及び保安機関の対応 発⽣状況及び保安機関の対応 

 
 

 
 

 

  

⾃動切替式調整器⽼朽化のため、ダイヤフラム押え部
よりガス漏れ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配送伝票が出ていない消費先の近所を通りかかった際、
⾃動切替式調整器が⾚表⽰になっていることを確認した
ので容器を交換し、検知液により点検を実施したところ調整器
からのガス漏れを発⾒した。 

容器のバルブを閉め販売事業者に⼤⾄急対処するよう
連絡した後、消費者にその旨を説明し、ガスを使わないよう伝
えた。 

調整器、⾼圧ホースのねじの締め忘れによるガス漏れ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

定期供給設備点検に併せ調整器と⾼圧ホースを交換した。
ガスを使っていなかったので容器バルブを閉めておいた。
消費者が容器バルブを開けガスを使おうとしたところ、ガス
臭いので通報を⼊れた。 

出動点検の結果、調整器と⾼圧ホースを交換した際、締め忘
れをしたためガスが漏れた。調整器等を締め直し漏れを⽌
めた。 

 

 
 

新しい調整器と交換し、漏えいがないことを確認しガス
供給を再開した。 

 
 

  

・販売事業者は、調整器の期限管理を実施すること。 

・メーカーへ原因調査を要請すること。 

販売事業者（保安機関）は、調整器、⾼圧ホース、配管の交
換等を⾏った場合は、⼯事終了後に漏えい試験等の記録を
取るべきである。今回の例は定期供給設備点検に併せ⾏っ
ているのであるから修理完了後でないと、定期点検を⾏っ
た事にならない点にも留意すること。 

 
 
 

■ 関連する保安業務区分 ■関連する保安業務区分 
  

 
 

当該事象に伴う措置･対応等 当該事象に伴う措置･対応等 

販売事業者の対応 

発⽣箇所及び原因 発⽣箇所及び原因 

調整器 調整器 

緊急時連絡 緊急時対応 
  定期供給設備点検  

   容器交換時等供給設備点検 
  定期供給設備点検  
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 9 共同住宅を除く規則８６条施設  10 ⼾別住宅    
 

 
 

 

  

⾃動切替式調整器の⾼圧ホース取付部が⾼圧ホースの
ねじ込み過ぎにより、ひび割れしガスが漏れた。 

調整器の⼊り⼝の弁ゴムに異物が挟まり、閉塞圧⼒不良
を起こし、調整器の安全弁が作動した。 

 
  

 

 

 

 

 
 

  

消費者からガス臭いとの連絡が⼊り出動する。点検する
と⾃動切替式調整器の⾼圧ホース取付部がひび割れてい
たため、そこからガス漏れが発⽣していた。 

なお、⾃動切替式調整器は交換後２年経過しており、その時
は点検により異常はなかった。 

ガスの供給を停⽌し、消費者に説明すると共に販売事業
者に⾃動切替式調整器の交換を連絡した。 

ガス臭いとの消費者からの通報があり出動したところ、
調整器から微量のガス漏れがあった。容器バルブを閉⽌し
調整器を交換した。 

 

 
 

 

 

・⾃動切替式調整器の交換を⾏った。 
・⼯事担当者への⾼圧ホース取付けの締め込み⽅について

指導した。 

 

  

⾼圧ホース締め付け時に強く締め付け過ぎたため、⾃動
切替式調整器のアルミダイキャストに過度の⼒がかかり⻑
期の荷重により徐々に割れたと思われる。ねじ接続の場合の
締め付け過ぎ、締め付け不⾜には注意が必要である。調整器、
⾼圧ホースの接続については、適切な締め付けトルクがあ
る。 

■ 関連する保安業務区分 
 

販売事業者（保安機関）は、容器交換時に調整器のＯ 

リング、⾓リングの点検に併せてストレーナーの損傷点検
をするよう指導する必要がある。 

 

 

 
■ 関連する保安業務区分 

緊急時連絡 緊急時対応 
   容器交換時等供給設備点検 
  定期供給設備点検  

当該事象に伴う措置･対応等 当該事象に伴う措置･対応等 

販売事業者の対応 

発⽣状況及び保安機関の対応 発⽣状況及び保安機関の対応 

発⽣箇所及び原因 発⽣箇所及び原因 

調整器 調整器 

緊急時連絡 緊急時対応 
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 17 ⼾別住宅     18 ⼾別住宅    

緊急時連絡 緊急時対応 周 知 

 
 

 
 

 

  

建物解体後のガス管の不適切な施⼯によるガス漏えい。 他⼯事業者が配管を損傷したことによるガス漏れ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
定期供給設備点検でメーター数65⼾の⼩規模⼾建団地

の本管漏えい試験において、全メーターガス栓を閉⽌して
⾃記圧⼒計で検査を⾏おうとしたところ、圧⼒が上がらず
すぐに０kPaに降圧してしまう。 

ボーリング調査でガス漏れ箇所を特定した後に掘り出
したところ、以前取り壊した家への供給管がプラグ⽌めさ
れていなかった。 

消費者から「ガスが出ない」との連絡があり、出動し、Ｓ型保
安ガスメータ（マイコンメータＳ）で「ＡＣ（継続使⽤時間オ
ーバー遮断）」表⽰を確認した。 

容器バルブを閉じ、⾃記圧⼒計で8.2kPaの圧⼒をかけ
て経過を観察したら、２分後、０kPaとなったのでガスが漏
えいしていると判断した。 

消費者から前⽇の⼯事のことを聞き、⾜場を組んだ付近
の露出配管を調査したら⻲裂があるのを発⾒した。 

 

  

供給管にプラグを施した。 ⻲裂の⼊った配管の取替え⼯事を⾏った。 

 

 

 

  

販売事業者（設備事業者）は、建物解体後のガス管の措置
を、漏えい試験などを含め的確に確認すべきである。⼾建て
集団供給においては定期的に巡回し、他⼯事の有無を確認
するとともに、他⼯事業者と協議できる環境も整え、事前に
⼯事協議及び⼯事⽴会いを⾏うことが重要である。また、
漏えい検知装置の設置も検討する必要がある。 

ＡＣ遮断は燃焼器の継続使⽤だけでなくこのような配管の
破断でも起こる。ＡＣ遮断で事故を防げた事例と考えられ
る。消費者にも⼯事を⾏う時はガス管に注意するよう周知す
る必要がある。 

 
［参考］試験圧⼒（低圧部） 

気密試験圧⼒︓8.4kPa以上10kPa以下 

漏えい試験圧⼒︓使⽤圧⼒以上5.5kPa未満 

 

■ 関連する保安業務区分 ■関連する保安業務区分 
  

 

当該事象に伴う措置･対応等 当該事象に伴う措置･対応等 

販売事業者の対応 販売事業者の対応 

発⽣状況及び保安機関の対応 発⽣状況及び保安機関の対応 

発⽣箇所及び原因 発⽣箇所及び原因 

供給管・配管 供給管・配管 

  定期供給設備点検  周 知 
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 21 共同住宅を除く規則８６条施設  22 共同住宅    

発⽣状況及び保安機関の対応 発⽣状況及び保安機関の対応 

販売事業者の対応 

 
 

 
 

 

  

屋内での末端ガス栓からのガス抜き時におけるガスの
滞留。 

 
 
 
 
 

 

 

定期消費設備調査の時、配管の漏えい試験を⾏ったところガ
ス漏れを発⾒した。漏えい箇所は中間ガス栓と末端ガス栓の
間であったため、管内のガスを抜こうとしたが、ガスを抜くた
めの燃焼器がなく、密閉された室内であったので２箇所あ
る⼾を開放し、室内に⼈の出⼊りを禁⽌して周りの⽕気に注
意しながらガスを少しずつ放出した。この調査には新⼊社員を
同⾏させ、現場研修をしながらの作業であったため、作業を
開始する前に新⼊社員の室内の出⼊りを禁⽌したが、室内に
⼊りガス臭いと⾔って換気扇のスイッチを⼊れてしまった。
スイッチを⼊れたとき、爆発するので何も触るなと声を⾼く
指⽰したため新⼊社員は気が動転したのか今度はスイッ
チを切ってしまった。 

配管⽤フレキ管の接続不良によるガス漏えい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新築の共同住宅（40⼾）の供給開始時点検・調査におい
て消費側配管の漏えい試験を⾏ったら、設備⼯事終了後の
気密試験に合格していたにもかかわらず配管⽤フレキ管の接
続部よりのガス漏えいが認められた。 

原因は、マイコンメータが遮断していたにも関わらず、
気密試験を調整器出⼝から全⼾の末端ガス栓までの配管
を⼀括で⾏い、実際には消費側配管の気密試験はできてい
ないにもかかわらず合格と判定したためである。 

 
 

直ちに、全⼾の消費側配管について気密・漏えい試験を
実施し確認した。 

 
 

  

屋内でガスを放出するのは避けるべきで、ゴム管などで
屋外の滞留しない安全な場所に放出するか、燃焼器で燃焼
させる。新⼊社員に現場研修を⾏うことは⼤切なことである
が、あせらずに知識、技術⼒を⾼めるよう⼗分な教育訓練を
施す必要がある。 

・気密試験に合格していても、他⼯事による損傷等も考慮
して、供給開始時には確認のため漏えい試験を⾏い、ガス漏
えいがないことを確認した⽅がよい。 

・特に、集団供給の場合、上記例のような事象防⽌及び箇
所の特定を容易にするため、供給設備側及び各⼾の消費
設備側に分けて気密試験及び漏えい試験を⾏うべきで
ある。 

 

 
 

 

■ 関連する保安業務区分 ■関連する保安業務区分 
  

 

当該事象に伴う措置･対応等 当該事象に伴う措置･対応等 

発⽣箇所及び原因 発⽣箇所及び原因 

供給管・配管 供給管・配管 

  供給開始時点検・調査    定期消費設備調査  


